
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５月の生活目標 

気持ちのよいあいさつ・返事をしよう 

 

各行事等の予定については、今後変更になることも考えられ
ます。御了承ください。 

 

５月号 令和５年４月 28 日 

大田区立相生小学校 

    校長  山口 勝己

  

日 曜 行事予定 SC 

1 月 
全校朝会 地域巡回  

早寝早起き朝ご飯月間始 
 

2 火   

3 水 憲法記念日  

4 木 みどりの日  

5 金 こどもの日  

6 土   

7 日   

8 月 全校朝会 委員会 安全指導  

9 火 遠足(１・２年)  

10 水 耳鼻科検診(全学年)  

11 木   

12 金 学校公開 〇 

13 土 
学校公開 ３時間授業 

道徳授業地区公開講座 
 

14 日   

15 月 全校朝会 クラブ 長縄週間始  

16 火   

17 水 午前授業 尿検査２次 〇 

18 木 たてわり班活動  

19 金 避難訓練 離任式 長縄週間終  

20 土   

21 日   

22 月 全校朝会 クラブ  

23 火 水道キャラバン(4年)  

24 水 歯科検診(１・３・５年)  

25 木 児童集会 ５時間授業 〇 

26 金    

27 土   

28 日   

29 月 全校朝会 ５時間授業 〇 

30 火 眼科検診(２・４・６年)  

31 水 
午前授業 歯科検診(２・４・６年) 

早寝早起き朝ご飯月間終 
〇 

 

相生小学校のいじめ防止に向けた取組 

副校長 山﨑 禎久 

 

先月保護者会が各学級で実施されました。たく

さんの御参加、ありがとうございました。 

その中で、本校のいじめ対策に関する説明を行

いました。これは保護者の皆様に、本校のいじめ

に対する考え方や知っていただき、共に取り組ん

でいただくことが目的でした。あらためて以下の

３点を保護者の皆様に御確認いただき、御家庭で

も話し合っていただければと思います。 

 

１ いじめの定義 

法に基づき、行為を受けた児童が心身に苦痛を

感じていれば、それはすべて「いじめ」である

ととらえる(「加害の行為が人権意識を欠く言

動」であれば、本人が感じていなくてもいじめ

ととらえる場合があります)。 

２ いじめに対する本校の考え方① 

いじめは、どのような社会にあっても許されな

い人権侵害である。 

３ いじめに対する本校の考え方② 

いじめはすべての学校に起こり得る問題である

ことを踏まえ、教員の感性を高め、家庭・地域

と連携しながらいじめ根絶を目指す。 

 

令和６年２月には、大田区教育研究推進校とし

て、いじめの防止についての研究発表を行います。

今後も学校全体で、一人一人の児童を丁寧に見守

り、指導・支援を続けていきます。保護者の皆様

におかれましては、是非「いじめられていないか、

いじめていないか、わが子の様子を見守ること」

「いじめはすべての学校に起こりうる問題であ

り、学校や地域と協力していじめの根絶に取り組

むこと」について、御理解と御協力をお願いいた

します。 

5 月 19 日に予定されていました眼科健診(1・3・5 年)は、6
月 16 日に変更になりました。 

「０日まなびポケット配信」について 
 
今年度から、各学級において毎月「０」の付く日(10
日、20日、30日)に、学年だよりや学級通信、学級
や学年の様子等の情報発信を行います。ぜひ「まな
びポケットチャンネル機能」を御確認ください。まな
びポケットの操作等についてのお問合せは、区教委
作成のマニュアルや学校からのお知らせを御確認い
ただくか、学級担任もしくは副校長にお声かけくだ
さい。 

早寝早起き朝ごはんチェックシート期間 


